
　新春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。新年を迎え、張り詰めた厳し
い寒さの中にも、清々しさを感じる頃でございます。
　当事務所は、昨年６月に移転をし、新しい事務所で迎える初めての年明けとなりました。
皆様方のご支援・ご協力を賜りまして、業務に支障を来すことなく、無事、移転作業を終
えることができました。心より、御礼申し上げます。
　新年を迎え、気を引き締め直すと共に、所員一同、業務に邁進していく思いを改めて強
くしております。どうぞ、本年もよろしくお願い申し上げます。
　さて、本新年号におきましては、平成29年春に予定されている改正個人情報保護法全
面施行について、井﨑淳二弁護士が、特集として説明申し上げます。情報受領者である事
業者、情報提供者である個人のいずれにも関わる法律の改正であり、理解をより深める端
緒となれば幸いです。
　また、新しく導入される取り調べ可視化制度について工藤杏平弁護士より、動産売買先取
特権に基づく物上代位を用いた債権回収について古郡賢大弁護士より、解説申し上げます。
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　新年を迎え、気を引き締め直すと共に、所員一同、業務に邁進していく思いを改めて強

　さて、本新年号におきましては、平成29年春に予定されている改正個人情報保護法全
面施行について、井﨑淳二弁護士が、特集として説明申し上げます。情報受領者である事
業者、情報提供者である個人のいずれにも関わる法律の改正であり、理解をより深める端
緒となれば幸いです。
　また、新しく導入される取り調べ可視化制度について工藤杏平弁護士より、動産売買先取
特権に基づく物上代位を用いた債権回収について古郡賢大弁護士より、解説申し上げます。
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個人情報保護法
弁護士　井﨑 淳二

　�　そして、改正法では、本人の人種、信条、社会的身
分、病歴、前科・前歴、犯罪被害の事実など、不当な
差別・偏見などが生じないように配慮を要する情報を
特に「要配慮個人情報」として規定し、事前の本人の
同意を得ることなく取得すること自体が原則として禁
止されています（２条３項、17 条２項）。

　
３　正確性確保（19 条）
　�　上記１及び２の義務は、個人情報一般に関する義務
ですが、以下は「個人データ」に関する義務です。個
人データとは、個人情報データベース等に含まれてい
る個人情報であって、容易に検索できるように構成さ
れているものを指します。個人情報取扱事業者は、そ
の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正
確かつ最新の内容に保つ必要があります。

　�　改正法では、さらに、利用の必要がなくなった個人
データについて遅滞なく消去するよう努めなければな
らない旨が明記されました（19 条）。

　�　なお、安全管理措置に関する義務（20 ～ 22 条）は、
改正法でも変わりありません。

　
４　第三者提供の制限（23 条）
　�　個人情報取扱事業者は、本人の事前の同意なく、第
三者に対して「個人データ」を提供すること（第三者
提供）が禁止されています。

　�　改正法では、さらに、第三者提供をしたときは提供
した年月日、当該第三者の氏名又は名称などに関する
記録を作成し、その記録を一定の期間保存しなければ
なりません（25 条）。

　
四　監督、罰則等
１�　改正法では、内閣府の外局として「個人情報保護委
員会」が新設され、従来の主務大臣の権限を集約し、
監督の一元化が図られます（59 ～ 74 条）。同委員会は、
個人情報取扱事業者に対し、必要な報告や資料の提出
を求め、または、当該事業者の事務所その他必要な場
所に立ち入り、質問や検査をする権限を有します（40
条）。この立入り検査の権限は、従来の主務大臣には
無かったものです。

　�　上記の報告、資料提出を拒んだり、偽ったりした場
合は、30 万円以下の罰金に処せられます。

　
２�　また、従来の主務大臣による勧告、中止その他の是
正命令についても、個人情報保護委員会がその権限を
有することになります（42 条）。

　�　個人情報保護委員会の命令に違反した場合は、６月
以下の懲役または 30 万円以下の罰金に処せられます
（84 条）。

　
３�　改正法では、新たに、情報漏えいにかかわった内部
行為者について、罰則規定が設けられました。事業者
または従業員（元従業員を含む）が、その業務に関し
て取り扱った個人情報データベース等を、自己もしく
は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗
用したときは、１年以下の懲役または 50 万円以下の
罰金に処せられます（83 条）。

る個人に関する情報であって、氏名、生年月日等によ
り特定の個人を識別することができるもの（他の情報
と照合することによって特定の個人を識別できるもの
も含む）をいいます。

　�　改正法では、さらに、「個人識別符号」が含まれる
ものも個人情報であると明示されています（２条１項
２号）。個人識別符号とは、①身体の一部の特徴に関
するデータ、及び②個人が一定のサービスを利用した
り商品を購入したり、何らかの書類の発行を受ける際
にその個人を識別できるよう割り当てられるものをい
います（２条２項）。①の例としては指紋データや顔
認識データ、②の例としては旅券番号や運転免許証番
号です。

　�　また、改正法は、特定の個人を識別することができ
ないように個人情報を加工して得られる個人の情報で
あって当該個人情報を復元することができないように
したものを「匿名加工情報」として定義し、本人の同
意なく、目的外利用や第三者提供を可能とする枠組み
を導入しました（２条９項）。

　�　ただし、匿名加工情報の作成や第三者提供について
は、一定の基準に従う必要があり、その取扱いについ
ては様々な義務が規定されています（36 ～ 39 条）。

　
二�　個人情報保護法は、個人情報データベース等（個人
情報の集合体であって、特定の個人情報が体系的に構
成されて容易に検索できるようになっているもの）を
事業のために利用している事業者（個人情報取扱事業
者）を規制しています。

　�　改正法では、従来の 5000 人を越える個人情報を保
有する事業者のみを適用対象とする旨の規定が削除さ
れ、保有人数が少なくても規制の対象となります。

　
三　「個人情報取扱事業者」の義務
１�　利用目的を特定すべき義務（15 条）、目的外利用の
制限（16 条）、利用目的の通知・公表（18 条）につ
いては、改正法でも基本的な変更はないため、詳細は
省略します。

　
２　不正取得の禁止（17 条）
　�　個人情報取扱事業者は、本人を騙したり、脅迫した
りして、個人情報を取得してはならないことはもちろ
ん、利用目的を偽って個人情報を取得することも許さ
れません。

　個人情報保護法が平成 27 年
９月に改正され、平成 28 年１
月１日にその一部が施行されま
した。平成 29 年春頃に予定さ
れている全面施行に備え、主な
改正点を中心に整理しておきま
す。
一　定義
　�　「個人情報」とは、生存す



調べは、密室の中で行われ、弁護人も、その中身を直接
見ることは出来ませんでした。密室の中の取り調べでは、
ときには暴力的・脅迫的・偽計的な取り調べが行われ、
虚偽の自白に基づく冤罪を生む温床になっていました。
　そこで、今回の刑訴法等改正では、過去の度重なる冤罪
事件の反省から、取り調べの可視化制度が導入されました。
　可視化制度の対象は、「裁判員裁判対象事件」と「検
察官独自捜査事件」（いわゆる特捜事件）です。これら
の事件についての、身体拘束下の被疑者の入室から退室
までの全過程が録音・録画されることとなりました。

２　残された課題
　しかし、今回の刑訴法等改正はあくまでも今後の変革に
向けた第一歩に過ぎません。今回の可視化制度には、①対
象事件の範囲が限定されている（全体のわずか３％程度）、
②録音・録画をしなくて良い例外規定が存在する、③「身
体拘束中」の「被疑者」のみが対象となっている（在宅の
被疑者や、共犯者・参考人は対象外）、④録音・録画媒体
を検察側が有罪立証の証拠として利用する可能性がある、
など様々な改善や検討を要する事項が山積しています。
　一刑事弁護人として、これからも制度の改善と改正下
における適切な弁護活動に努めたいと思います。

　平成28年５月24日「刑事訴
訟法等の一部を改正する法律」
が成立しました。
　刑訴法の改正は、「取調べの
録音・録画（可視化）制度の導
入」や「合意制度等の導入」（い
わゆる司法取引類似の制度）な
ど多岐にわたる改正を含んでい

ます（詳細は日弁連や法務省のHPをご参照下さい。）。
　以下では、そのうち、改正の目玉の一つである「可視
化制度の導入」についてご紹介します。

2 可視化制度の導入
１　導入の経緯・制度の概要
　今まで、捜査機関による被疑者・被告人に対する取り

刑事訴訟法等の一部が改正されました！
～取調べ可視化制度の導入～

弁護士　工藤杏平

１ 刑事訴訟法（刑訴法）等の改正

申し立てを行います。

3 動産売買先取特権に基づく物上代位のメリット

　この方法により差し押さえた場合、転売代金から優先
弁済を受けることができるので、仮にＡ社が破産した場
合でも、Ｂ社から直接売買代金を回収できる余地があり
ます。売掛先から特段の担保をとっていない場合に、売
掛先が破産手続きに入った後であっても実行可能である
という点で、動産売買先取特権は非常に有効な債権回収
手段となります。

4 最後に
　動産売買先取特権に基づく物上代位による差押えは、
裁判所に対する立証に困難を要しますが、売掛先との取
引基本契約書をきちんと整備しておくこと、注文書や受
領書にロット番号を記入しておくこと等、事前の準備で
実行可能性を高めることができます。動産売買を継続的
に取引されている方はぜひご検討ください。
　また、昨年９月には同
テーマでセミナーをさせ
ていただき、多くの方に
お集まりいただきました。
この場を借りて改めて御
礼申し上げます。

　担保がない破産先に対する債
権回収方法として、「動産売買
先取特権に基づく物上代位によ
る差押え」という方法がありま
す。一般的にあまり知られてい
ない印象がありますが、あきら
めていた売掛金を回収できる可
能性がありますので、ぜひ知っ

ておいていただきたい法的手段です。

2 動産売買先取特権に基づく物上代位とは
　例えば、御社が商品を取引先のＡ社に売却し、Ａ社が
さらにＢ社に売却した場合、Ｂ社がＡ社に転売代金を支
払っていなければ、御社は、動産売買の先取特権に基づ
く物上代位により、Ａ社のＢ社に対する転売代金を差し
押さえ、御社のＡ社に対する売買代金をＢ社から回収す
ることができます。具体的には、商品代金をＢ社がＡ社
に対して支払う前に、裁判所に対して、債権差押命令の

１ はじめに

動産売買先取特権に基づく物上代位を用いた債権回収
弁護士　古郡賢大



弁護士 古川 史高
あけましておめでとうございます。新しい事
務所での最初のお正月を迎えました。移転し
てから半年経ち、ずいぶんと慣れてきました。
依頼者の方々にも好評で、ホッとしています。

弁護士 渥美 三奈子
香川が日本版メッシになるとの期待が薄れて、
プロ野球への面白味が復活しました。大谷の
登場で、パ・リーグに漸く眼を向けたら、未知
の大物が沢山いるので、驚いています。

弁護士 伊豆 隆義
住宅リフォーム・紛争処理支援センターの研
修委員としてテキスト作成。冬は講師。設計・
監理の損害賠償の判例分析。不動産事件は相
変わらず、原発損害賠償事件も同様。

弁護士 笹浪 雅義
昨年７月に当事務所に合流して半年が経過し
ました。ストレスフリーな職務環境の中で、
より良い仕事をご提供できるように努める所
存です。本年もよろしくお願いします。

弁護士 工藤　研
大企業のスモールビジネス。集金はクラウド
ファンディング。これだけでも面白いのに商
品も面白い。飲み過ぎ防止用の学習型アル
コールガジェット！（宣伝ではありません）

弁護士 岩田　修
弁護士業と並行しながら３年間勤めていた司法
研修所の教官が、昨年末で無事終了しました。
修習生と一緒に勉強し、飲んだ楽しい３年でし
た。今年から弁護士業（本業）に精進します。

弁護士 井﨑 淳二
今回は個人情報保護法の改正について書かせ
て頂きました。実は、ある月刊誌で同法につ
いて執筆したので、それを基にしたのですが、
2000 字に集約するのが大変でした。

弁護士 梶浦 明裕
昨年末に書籍「マンションとコミュニティ活
動」を執筆し出版いたしました。今年は医療
や介護や一般事件のほかにマンションの問題
でもさらにご報告ができそうな見込みです。

弁護士 近森 章宏
平成 27 年１月１日に相続税法が改正されま
したが、それ以降、相続税が課税されるか否
かにかかわらず遺産分割のご相談が増えてい
ると思います。お気軽にご相談ください。

弁護士 酒井 由美子
昨年は赤ん坊をかかえ、本当に慌ただしい年
でしたが、なんとか無事に出産後一年を迎える
ことができました。本年も、仕事に、子育てに
一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

弁護士 堀田 和宏
新事務所の場所について、「虎ノ門ヒルズ」のす
ぐそば、とご説明することが多いです。ただ、移
転後、「虎ノ門ヒルズ」に足を運んでいないという
のは何とも不思議ではあります。

弁護士 川原 奈緒子
11 月に、沖縄から札幌への飛行機移動を経
験しました。気温 25 度の中、Ｔシャツで飛
行機に乗り込み、降りたら真っ白銀世界。日
本の「長さ」を、身をもって感じました。

弁護士 工藤 杏平
昨年の新年号の事務所報（Vol.6）で宣言したの
ですが、無事、昨年の全国法曹サッカー大会（年
に１回開催で昨年で29 回目）に優勝し、二連覇
を果たすことが出来ました。目指すは三連覇です！

弁護士 新森　圭
若手弁護士が主催する、八丈島の中学校での
模擬裁判企画に参加してきました。わずか２
日の滞在でしたが、帰ってからしばらくは島
ロス（？）になってしまいました。

弁護士 古郡 賢大
私は静岡出身なのですが東京在住の同郷出身
者の会によく参加しています。先日は皆で静
岡おでんを食べに行きました。各分野で頑張っ
ている同郷の方々から刺激をもらっています。

弁護士 桧座 祐貴
弁護士登録をしてから１年が経ちました。昨
年は初めての事が多く、あっという間に１年
が経過したように感じます。本年は、新しい
事にも挑戦していきたいと思っています。

近況報告

新 入 所 弁 護 士 紹 介 事務局便り

弁護士 飯渕　裕
本年１月、当事務所に移籍致しました。これ
までの経験も踏まえ、気持ちも新たに視野を
高く保ち、皆さまのお役に立てればと思って
おります。どうぞよろしくお願い致します。

あけましておめでとうございます。今年も新たな一年
が始まりました。昨年を振り返ると、年明けの芸能界
から政界、スポーツ界、さらには経済や世界情勢、大
規模な地震など様々なニュースが世間を賑わせまし
たが、私自身は初のハワイ旅行や舞台観劇、コンサー
ト等とても充実した一年でした。本年もどうか皆様に
も明るいニュースがたくさん溢れますように。 （ＫＴ）


